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業務 機能追加項目 機能追加概要

ＪTS ①許可証認証の英
文表示

輸出と事前確認の許可承認証等にて、申請者情報の英文項目が追加されます。

輸入承認証は、輸出入者が英文の交付イメージを希望された場合、英文ページが出力されます。

JCA, JCI,

JCC, JCC01

②通関業者指定の
委任機能と実施可
能期間の改善

輸出入者より通関業者指定の権限を委任された通関業者は、通関業者指定業務を実施できるよ

うになります。

ライセンスの「有効となる日」がある場合に、当該日より前に通関業者指定を実施することができま

せんでしたが、当該日の１０日前より通関業者指定が実施できるようになります。

JTA02

JTA03

JTA04

③送状金額の初期
値設定の変更

輸入の裏書にて、「送状金額」の初期値設定が廃止されます。

１．機能追加の概要 業務別機能



・これまでに交付済のライセンスは、英文情報は出力されません。

・１ページ目に記載されている申請者欄のみ英文情報が追加されます。２ページ目以降の申請者欄には追加されません。

・申請者情報は、経済産業省へ届出を行った情報が出力されます。

１ページ目の申請者欄に、
英文情報が追加されます。

特記事項

（例）輸出許可証の1ページ目

3

輸出と事前確認の許可承認証等にて、申請者情報の英文項目が追加されます。

２．業務別機能 ①許可証認証の英文表示

JTS
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輸入承認証は、輸出入者が英文の交付イメージを希望された場合、英文ページが出力されます。

２．業務別機能 ①許可証認証の英文表示

JTS

・輸出入者が英文の交付イメージを希望されていない場合や、これまでに交付済のライセンスは、英文ページは出力されません。

・一部項目（備考欄や許可条件欄）は、日本語で入力された場合はそのまま出力されます。

・申請者情報は、経済産業省へ届出を行った情報が出力されます。

特記事項

英文の交付イメージは、JTS業務
で取得する承認証の最終ページ
に出力されます。

輸入承認証の最終ページ
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輸出入者より通関業者指定の権限を委任された通関業者は、通関業者指定業務を実施できるようになります。

２．業務別機能 ②通関業者指定の委任機能と実施可能期間の改善

JCA, JCI, JCC, JCC01

輸出入者

通関業者B

（通関申告を実施する者）

通関業者A

（権限を委任された者）

通関業者指定（JCA） ※これまでの業務フロー

通関業者指定（JCA）

※通関業者指定権限を委任

通関業者指定（JCA）

通関業者指定の権限を委任できるようになり
ます。これにより、通関申告を実施する業者
に対して、輸出入者が通関業者指定を直接
実施する必要がなくなります。

権限を委任された通関業者は、通
関申告を実施する者に対して通関
業者指定を行えます。

・通関業者指定の権限を委任された通関業者は、通関業者指定の権限を再委任することはできません。

・通関業者指定は、ライセンス単位での登録になります。

特記事項

凡例

通関業者A：輸出入者から通関業者指定権
限を委任された者

通関業者B：通関業者Aから通関業者指定
を受けた者＊＊＊

これまでは通関申告を実施
する業者に対して、輸出入
者が通関業者指定を直接
実施する必要がありました。
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輸出入者より通関業者指定の権限を委任された通関業者は、通関業者指定業務が実施できるようになります。

２．業務別機能 ②通関業者指定の委任機能と実施可能期間の改善

JCA, JCI, JCC, JCC01

・「通関業者指定権限の委任」を編集できるのは、輸出入者（ライセンス所有者）のみです。

（通関業者Aは「通関業者指定権限の委任」をチェックして通関業者Bを登録することはできません。また、通関業者Aは「通関業者指定権

限の委任」 がチェックされている通関業者を解除することもできません）

・JCA業務にて登録された全ての通関業者（通関業者AおよびB）が、当該ライセンスの照会や裏書を実施できます。編集後は必ずJCI業

務（指定済み通関業者照会）にて登録内容を確認してください。

特記事項

凡例

通関業者A：輸出入者から通関業者指定権
限を委任された者

通関業者B：通関業者Aから通関業者指定
を受けた者＊＊＊

通関業者A

※輸出入者のみ登録・解除
できます

通関業者指定は、JCA業務にて
登録します。

※通関業者Bの場合はJCA業務
を実施できません。

通関業者B

※権限を委任された通関業
者（通関業者A）も登録・解除
できます
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２．業務別機能 ②通関業者指定の委任機能と実施可能期間の改善

これまではライセンスの「有効となる日」がある場合に、当該日より前に通関業者指定を実施することができませんでしたが

、当該日の１０日前より通関業者指定が実施できるようになります。

・ライセンスの「有効となる日」になっていなくても、事前に通関業者指定を実施しておくことができます。

機能追加のポイント

有効となる日
－11日

有効となる日
－10日

有効となる日 有効期限 有効期限
＋1日

これまでの制限

3/18以降の
制限

通関業者指定可能

通関業者指定可能

JCA, JCI, JCC, JCC01

「有効となる日」の10日前から
通関業者指定を実施できるよ
うになります。
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輸入の裏書にて、「送状金額」の初期値設定が廃止されます。

３．業務別機能 ③送状金額の初期値設定の変更

・送状金額は、取引明細ごとの値に修正するケースが多く、手間となっていたため、初期値の設定を廃止します。

機能追加のポイント

裏書がない場合（初期登録時）は、
送状金額にインボイス金額に初期
値が設定されましたが、廃止され
ます。

JTA02, JTA03, JTA04


